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政令で定める業務 

 
○ 下記の１・２の業務で労働者派遣を行う場合は、派遣受入期間の制限を受けません（31

ページの３を参照）。また、下記１の業務は、日雇派遣の禁止も受けません（40 ページ

の 12 参照）。 

○ 下記の業務で労働者派遣を行う場合は、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示

書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に、該当する業務の条・項・号番号

を記載してください。 
  
１ 労働者派遣法施行令第４条第１項各号に掲げる業務 

(1) 情報処理システム開発関係（令第４条第１項第１号） 
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守（これらに先行

し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。）又はプログラム（電子計算機に

対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

(17)及び(18)において同じ。）の設計、作成若しくは保守の業務 

イ  情報処理システムの開発に係る次の業務をいう。 

① 情報処理システム開発の可否を決定するための、又は既存のシステムのメンテナン

スのための調査、分析、システム化計画書の作成 

② 情報処理システムの設計（システム基本設計、システム詳細設計） 

③ プログラムの設計、作成又は保守 

④ ①から③までに付随して行われるプログラムテスト又はシステムテスト 

⑤  情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作成の業務 

⑥  本稼働と同じ、又はそれに近い環境で、ユーザーの用いる条件下において運用でき

るか否かを検証、評価する運用テスト 

ロ  「電子計算機」とは「演算、判別、照合などのデータ処理を高速で行う電子機器でプ

ログラムの実行に最低限必要な機能を有しているもの」であり、データ入力機を含む

（(3)、(10)及び(17)において同じ。）。  

(2) 機械設計関係（令第４条第１項第２号） 

 機械、装置若しくは器具（これらの部品を含む。以下この(2)及び(18)において「機械

等」という。）又は機械等により構成される設備の設計又は製図（現図製作を含む。）の

業務 

イ  建築又は土木に係る設計・製図の分野以外の次のような機械等の設計又は製図（現図

製作を含む。）の業務をいう。 

① 電気、電子機器、加工機械、輸送用機械（車両、船舶）、クレーン、ボイラ－、労

働安全衛生法施行令上の急停止措置、安全装置、タンク、タワ－、ベッセル（槽）、

玩具、家具等の機械、装置、器具又はこれらの部品（ＩＣ、ＬＳＩ、電線、プリント

基板等を含む。） 

② 原子力発電配管プラント、化学プラント等各種プラント 

③ ①、②に係る配管、配線 

ロ  「設計」とは、機械等の製作に当たり、その目的に即して費用、材料及び構造上の諸

点についての計画を立て、図面その他の方式で明示することをいい、必ずしも図面を用

いるものに限らず、数表等を用いるものあるいはコンピューターを用いるもの（いわゆ

るＣＡＤ）も含む。 

また、自らの設計に基づき製作された機械等の機能、構造等が製作の目的に適合しな

い場合にその原因を検討し必要な設計の変更を行う等の作業を的確に遂行するために、

当該機械等の①仕様、構造、能力等の検査、②据え着け、及び③他の装置、部品等との
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組立に立ち合う業務は「設計」の業務に含まれる。 
ハ 「製図」とは、設計に基づき、製図機器（コンピューターを含む。）を使って機械等

を図面を用いて紙面等に書き表すことをいう。 

ニ  建築設計・製図とは、建築基準法第２条第１号に規定される「建築物」（建築設備そ

のものを除く。）に係る設計・製図である。このため、建築士法の一級、二級建築士は

この業務に含まれない。また、原子力プラント等における建屋の設計は含まれない。  
ホ  土木設計・製図とは、建設業法別表第一「土木工事業」に係るもので、道路、河川、

鉄道、橋りょう、港湾、空港、都市計画等の設計、製図をいう。 

(3) 機器操作関係（令第４条第１項第３号）  
電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器（(17)において「事務用機

器」という。）の操作の業務 

イ (1)のロに掲げる電子計算機、タイプライターほか、これらに準ずるワードプロセッサ

ー、テレタイプ等の事務用機器についての操作の業務及びその過程において一体的に行

われる準備及び整理の業務をいう。 

ロ  当該機器は、法第 40 条の２第１項第１号イの趣旨から迅速かつ的確な操作に習熟を必

要とするものに限られるものであり、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、

バーコード読取器等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まれない。 

ハ  機器の保守管理、中継車の運転等は、当該機器の操作でもなく機器の操作の「過程に

おいて一体的に行われる準備及び整理」とも解することができないので留意すること。 

ニ 電子計算機の操作を行う者が行う処理結果が印字された連続紙の切離し、仕分けの業

務は、機器の操作の「過程において一体的に行われる準備及び整理」の業務に含まれ

る。ただし、当該連続紙を梱包し又は発送する業務はこれに含まれない。 

(4) 通訳、翻訳、速記関係（令第４条第１項第４号） 

 通訳、翻訳又は速記の業務  
 次のいずれかの業務をいう。  
イ  通訳  一の言語を他の言語に訳して相手方に伝達する業務又は通訳案内士法第２条の

通訳案内業務  
ロ  翻訳  一の言語を他の言語に訳す業務  
ハ  ロの翻訳業務の一環として行われる次の業務で主として、外国語の文書について行わ

れるもの 

①  高度な技術により製作された機器の使用、操作、保守のためのマニュアル等の文書

を使用目的に応じて的確かつ理解しやすく作成する業務（テクニカルライター業務） 

② 翻訳文書を使用目的に応じて編集、修正する業務（エディター業務） 

③  翻訳文書を使用目的に応じて翻訳言語の発想に従って書き直す業務（リライター業

務） 

④  翻訳文書の文法、表記上等の誤りを訂正する業務（チェッカー業務）   
ニ 速記 人の話を速記符号で書き取り、一般の人々に読めるよう書き直す業務    

(5) 秘書関係（令第４条第１項第５号） 

法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的

地位にある者の秘書の業務    
イ  取締役又はこれに準ずる者の秘書として文書の作成、受発信管理、資料・情報の整理

及び管理、関係部門との連絡調整、スケジュール表の作成、来客の応対等を行う業務を

いう。 

ロ 単に来客に対するお茶の接待、会議室の準備、文書の受発信等のみを行う庶務的な補

助業務は含まれない。 
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(6) ファイリング関係（令第４条第１項第６号）  
文書、磁気テープ等のファイリング（能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的

な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理（保管を含む。）をいう。以下この(6)にお

いて同じ。）に係る分類の作成又はファイリング（高度の専門的な知識、技術又は経験を

必要とするものに限る。）の業務  
イ 文書、図書、新聞、雑誌、帳簿、伝票、カード、ディスク、カタログ、地図、図面、

フィルム、磁気テ－プ、写真、カルテ等についてファイリングの分類の作成又はファイ

リングを行う業務をいう。  
 「ファイリング」とは、事務の能率化を図るために、文書等の分類基準を作成した上

で当該分類基準に従って文書等の整理保管を行う、文書等の整理、保管の組織化、能率

化の意であり、例えば、全社的に統一された文書整理規定を作成し、キャビネット等の

整理用の器具を配置し、この文書整理規定に基づいて文書等の整理、保管を行うことを

いう。 

 「高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。」とは、文書等の整

理のために当該文書等の内容又は整理の方法等について相当程度の知識、技術又は経験

を必要とするものに限られ、単に機械的な仕分けを行うものではないことをいう。 

ロ 個人の机の周囲の片付けや文書等の番号順の並べ換えの業務はもとより、郵便物を発

信元あるいは受信先別に仕分けする業務や売上、経理伝票等を取引先別に仕分けする業

務等文書等の内容や整理の方法等について専門的な知識等を用いることのない業務は含

まれない。   

(7) 調査関係（令第４条第１項第７号）  
 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調

査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務 

 市場調査等の調査を企画若しくは実施し（電話又は面接による聴き取り調査を含

む。）、又はその結果を集計若しくは分析し、最終的に統計表の作成を行う業務をいう

（特定個人を対象として行われるものは含まれない。）。 

(8) 財務関係（令第４条第１項第 8 号） 

 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務 

イ 次のような財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務をいう。 

① 仕訳、仕入帳・売上帳・勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成 

② 保険証券の作成 

③  社会保険料・税金の計算及び納付手続 

④ 医療保険の事務のうち財務の処理の業務 

⑤  原価計算 

⑥ 試算表、棚卸表、貸借対照表、損益計算書等の決算書類の作成 

⑦  資産管理、予算編成のための資料の作成 

⑧  株式事務 

ロ  当該財務の処理、特に①から④まで及び⑧については、法第 40 条の２第１項第１号イ

の趣旨から専門的な業務、すなわち、その迅速かつ的確な実施に習熟を必要とする業務

に限られるものであり、単なる現金、手形等の授受、計算や書き写しのみを行うような

その業務の処理について特に習熟していなくても、平均的な処理をし得るような業務は

含まれない。      
ハ 店頭における商品（有価証券を含む。）売買に伴う現金又はこれに準ずるものの授

受の行為及びセールスマンの行う商品の勧誘の行為は「財務の処理」には当たらず、こ

れらの行為を伴う業務は含まれない。また、銀行の貸金庫、セーフティケースの管理や
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社会保険の得喪手続も「財務の処理」とは解すことができない。     

(9) 貿易関係（令第４条第１項第９号） 

 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約

書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成（港湾運

送事業法第２条第１項第１号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第２条第１号

に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。）の業務   
イ  次の書類の作成及びそのために必要な資料の収集、電話照会等の業務をいう。      

①  貿易、海外調達等対外取引に際しての商品又はサービスの受発注契約書又はインボ

イス、パッキング・リスト、船積指図書等船積・通関業務に必要な書類     
② 国内取引に際しての商品又はサービスの受発注契約書又は船積等輸送に必要な書類 

ロ  なお、取引とは関係のない官庁等への申請、届出をするための書類の作成は含まれな

い。また、商品（有価証券を含む。）売買に伴う現金又はこれに準ずるものの授受の行

為及びセールスマンの行う商品の勧誘の行為は、文書の作成には該当せず、これらの行

為を伴う業務は含まれない。 
ハ 「港湾運送事業法第２条第１項第１号に掲げる行為に附帯して行うもの」とは、同法

上の一般港湾運送事業を行う者が行うイの文書の作成のことであり、一般港湾運送事業

を行う者に労働者を派遣し、当該文書を作成する業務は、令第４条第１項第９号の業務

には含まれない。 

ニ  「通関業法第２条第１号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書

類の作成」とは、関税法等の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関

業法第２条第１号イの（１）に規定する通関手続又は同号イの（２）の不服申立てに係

る申告書、申請書、不服申立書等の通関業法第２条第１号ロに規定する通関書類の作成

をいい、通関業者に通関業務の従事者として労働者を派遣し、通関書類を作成する業務

は、令第４条第１項第９号の業務には含まれない。   

(10) デモンストレーション関係（令第４条第 1 項第 10 号） 

 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な

知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務  
イ  電子計算機、各種産業用機械（ワードプロセッサー、タイプライター等の事務用機器

を含む。）又は自動車について紹介及び説明を行う業務（実演を含む。）をいう。これ

らは、通常は商品の販売促進のためのキャンペーン等におけるいわゆるデモンストレー

ション業務に対応する。  
ロ  当該機械は、用途に応じた的確な操作をするためには、高度の専門的知識、技術又は

経験を必要とするものであり、ファクシミリ等の機器は、当然これには含まれず、ま

た、民生用商品について紹介及び説明を行う業務は、パーソナルコンピューター等の例

外を除き通常これには含まれない（(2)参照）。 

また、家具、衣料品、食料品等機械に該当しないものは当然含まれない。 

(11) 添乗関係（令第４条第 1 項第 11 号）       
 旅行業法第 12 条の 11 第１項に規定する旅程管理業務（旅行者に同行して行うものに限

る。）若しくは同法第４条第１項第４号に規定する企画旅行（参加する旅行者の募集をす

ることにより実施するものに限る。）以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に

相当する業務（以下(11)において「旅程管理業務等」という。）、旅程管理業務等に付随

して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務（車両、船舶又は航空機内において行

う案内の業務を除く。）又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けら

れた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サ

ービスの提供の業務 
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イ 次のいずれかの業務をいう。 

①  添乗員の行う旅行業法第 12 条の 11 第１項に規定される旅程管理業務若しくは同法

第４条第１項第４号に規定する企画旅行（参加する旅行者の募集をすることにより実

施するものに限る。）以外の旅行における旅程管理業務に相当する業務又はそれらに

付随する旅行者のパスポートの紛失等の事故処理、旅行者の苦情処理等の業務 

「旅程管理業務」とは、旅行者に対する運送又は宿泊のサービスの確実な提供、旅

行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配そ

の他の企画旅行を円滑に実施するための次の措置を講ずるために必要な業務を意味す

る（旅行業法施行規則第 32 条）。 

ⅰ  旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅

行の開始前に必要な予約その他の措置 

ⅱ  旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な

手続の実施その他の措置（本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者にこれ

らの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの

提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。） 

ⅲ 旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合

における代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の

実施その他の措置（本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者にこれらの措

置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を

受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。） 

ⅳ  旅行に関する計画における２人以上の旅行者が同一の日程により行動することを

要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所

その他の事項に関する指示 

② 空港、港湾、鉄道駅、バスターミナルに設けられた旅客の乗降又は待合いの用に供

する建築物内（ロビー、待合室等）における送迎並びに送迎に付随する案内及び接遇

の業務 

空港等の施設内において行う旅行者の集合の確認、乗車券等必要な書類の手渡し、

海外渡航事務手続等必要な手続の実施、旅行日程及び注意事項についての説明、利用

する交通機関の確認及び当該交通機関への案内、旅行に関する計画の変更を必要とす

る事由が生じた場合における代替サービスの手配等の業務を含む。 

ロ バスガイド、スチュワーデス等が業務として行う車両、船舶又は航空機内における案

内の業務、旅行者に同行するのではない海外渡航事務手続、空港、港湾等とそれ以外の

施設との間の送迎は、イの業務の一部として行われる場合を除き含まれない。 

(12) 受付・案内関係（令第４条第１項第 12 号）  
    建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務。 

  イ  次のいずれかの業務をいう。   
    ① 建築物の入り口又は建築物内の事業所の入り口等における受付又は案内   
    ②  博覧会場の入退場口又は博覧会場内に設けられた案内所における受付又は案内 

      「博覧会場」とは、国、地方公共団体又はそれらの設立した公益法人等が主催する

博覧会のために設けられた展示等のための建築物、施設又は広場等からなる会場をい

い、具体的には国際博覧会又は地方博覧会の会場をいう。  
  ロ  イの①には、中高層分譲住宅等の建築物の管理業務は含まれない。         

(13) 研究開発関係（令第４条第１項第 13 号） 

  科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する

新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新

たな製造方法の開発の業務（（1)及び(2)に掲げる業務を除く。）  
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イ 研究又は開発に係る次のような業務をいう。 

① 研究課題の探索及び設定 

② 文献、資料、類例、研究動向等関連情報の収集、解析、分析、処理等 

③ 開発すべき新製品又は製品の新たな製造方法の考案 

④ 実験、計測、解析及び分析、実験等に使用する機器、装置及び対象物の製作又は作

成、標本の製作等        
⑤ 新製品又は製品の新たな製造方法の開発に必要な設計及び試作品の製作等  
⑥  研究課題に関する考察、研究結果のとりまとめ、試作品等の評価、研究報告書の作

成 

⑦ 前記の業務に関して必要なデータベースの構築及び運用 

ロ 次の業務は含まれない。  
① 専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務でないものを専ら行うもの   
② 製品の製造工程に携わる業務を専ら行うもの   

ハ 科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品の開発又は科

学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の

開発を目的とした試作品の製作の業務はロの②に該当しない。  

(14) 事業の実施体制の企画、立案関係（令第４条第 1 項第 14 号） 

  企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、

企画又は立案の業務（労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行

う業務を除く。） 

イ 企業等における事業の実施体制又は運営方法の整備に関する次の業務をいう。 

① 自企業・ユーザー企業に対するアンケート、ヒアリング等、自企業・他の企業の現

場視察及び事業内容の分析等を通じての実態把握並びに改善が必要と思料される事項

に関する問題意識の提起 

② 各種統計データ、他社の事例等資料の収集   
③ 統計的手法を用いての調査結果の分析並びに自企業における事業の実施上の問題点

の分析及び摘出 

④ 事業の実施体制の改善策の策定  
⑤ 実施すべき内容のとりまとめ及び提案 

ロ 「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務」とは、

①賃金、労働時間、福利厚生、安全衛生等の労働条件管理、②募集、採用、配置、昇

進、能力開発等の人事管理、③人事相談その他の人間管理、④団体交渉、苦情処理等の

労使関係管理等のいわゆる人事労務管理に係わる業務をいい、例えば、就業規則の作成

又は変更に関する検討、個別の労働者に係わる具体的な配置の提案、労働組合及び個々

の労働者に対する説明・説得等をいう。 

一方、例えば、新規事業等を開始するに当たり、業務量及びそれに必要な人員数につ

いての試算を行う業務等は含まれない。  
ハ  アンケート、ヒアリングの実施又はその結果を集計する業務、統計データ、事例等の

資料収集を専ら行う等の補助的な業務は含まれない。 

(15) 書籍等の制作・編集関係（令第４条第 1 項第 15 号） 

  書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業

務 

イ  書籍等の制作における編集に係わる次の業務をいう。 

① 書籍等の内容、読者層、価格、発売時期、発行部数等の企画及び決定  
② 企画に沿った執筆者等の選定並びに執筆者等に対する執筆等の依頼及び交渉 

③ 執筆者等（執筆者、写真家、画家、イラストレーター等のうち、編集者と交渉を行
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い、編集者から業務委託を受ける者）の補助（資料収集及び取材並びにそれらの補

助）  
④ 編集者自身が行う取材、資料収集及び執筆 

⑤ 原稿等の点検及び原稿等の内容の調整並びに執筆者等との交渉及び調整 

⑥ 書籍等の用紙、装丁、割付け等の考案及び決定 

⑦ 上記に付随する校正及び校閲 

ロ 「書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品」とは、文章、写

真、図表等により構成され、紙等（ＣＤ－ＲＯＭ、マイクロフィルム等を含む。）に記

録されるものをいう。 

ハ  校正等を専ら行うような補助的な業務は含まれない。 

(16) 広告デザイン関係（令第４条第 1 項第 16 号） 

 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために

使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務（2 の(6)に掲げ

る業務を除く。）  
イ 商品若しくはその包装のデザイン又は商品若しくは企業等の広告のために使用するこ

とを目的とするデザインについての考案、設計、試作品の作成又はデザイン自体の作成

の業務、ショールーム等における商品の陳列を考案し、設計し又は実施する業務をい

う。  
ロ 「企業等」には、私企業、公企業の他、企業団体、一般社団法人又は一般財団法人、

個人事業主が含まれる。 

ハ 「広告」の媒体としては、テレビ、新聞、雑誌、パンフレット、カタログ、ポスタ

ー、看板等が想定される。 

ニ 「設計」とは、あくまでデザインの設計及び作図のことをいい、(2)における設計とは

異なる（(2)のロ参照）。   
ホ 次の業務は含まれない。   

① 2(6)に該当する業務 

② デザイン作成に当たって、印刷又は決定されたデザインのとおりに彩色等を専ら行

う業務 

③ 決定された方法のとおりに商品の陳列を専ら行う業務 

(17) ＯＡインストラクション関係（令第４条第 1 項第 17 号） 

  事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法

又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務  
イ  (3)のイの事務用機器の操作方法の教授又は指導の業務又は(1)のロに掲げる電子計算

機を使用することにより機能するシステム又はプログラムの使用方法の教授又は指導の

業務並びにそれらに付随して行う指導方針等に係るユーザー企業との打合せ及びこれに

基づくテキストの作成の業務をいう。 

ロ 「事務用機器」は(3)の「事務用機器」と同一であり、ファクシミリ、シュレッダー、

コピー、電話機、バーコード読取機等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は

含まない（(3)参照）。  
ハ  事務用機器の操作方法等に関するテキスト等の作成を専ら行う業務及びＶＴＲ、ＯＨ

Ｐその他教授のための教材の操作を専ら行う業務は含まれない。 

(18) セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係（令第４条第 1 項第 18 号） 

  顧客の要求に応じて設計（構造を変更する設計を含む。）を行う機械等若しくは機械等

により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行

うことが必要である金融商品（金融商品の販売等に関する法律（平成 12 年法律第 101 号）
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第２条第１項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。）に係る当該顧客に対

して行う説明若しくは相談又は売買契約（これに類する契約で同項に規定する金融商品の

販売に係るものを含む。以下この号において同じ。）についての申込み、申込みの受付若

しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務 

 イ 次のいずれかの業務をいう。 

  ① 顧客の要求に応じて設計（構造を変更する設計を含む。）を行う機械等若しくは機

械等により構成される設備若しくはプログラムに係る次の業務 

   ⅰ 顧客の要求の把握並びに顧客に対する説明又は相談及びそれらに必要な説明資料

の作成 

   ⅱ  顧客との交渉又は見積書作成  
   ⅲ 売買契約の締結等売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しく

は売買契約の申込み若しくは締結の勧誘    
   ⅳ 上記に付随する納入（運送業務を含む。）及びその管理   
  ②  顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品に係る次の

業務 

     ⅰ 金融商品の特性、リスク等に関する説明（情報提供）又は相談及びそれらに必要

な説明資料の作成 

      ⅱ 顧客との交渉又は見積書作成 

   ⅲ ニーズの的確な把握等を踏まえ選定された金融商品についての売買契約の締結等

売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み

若しくは締結の勧誘 

 ロ イの①には、既製品や既製品に既成の付属物を付加するものの営業に係わる業務は含

まれない。  
 ハ イの①の「機械等若しくは機械等により構成される設備」には、電気・電子機器、加

工機器、輸送用機器、産業用機器（クレーン、ボイラー、タンク、タワー等）、原子力

プラント、化学プラント等が該当する。  
  ニ  イの①の「プログラム」には、ＩＴ関連商品としてのシステム、ソフトウェア、ネッ

トワーク等が該当する。 

  ホ イの②のｉには、①企業調査、産業調査に基づき行う個別証券の分析、評価、②顧客

のライフプラン等を踏まえたポートフォリオ（運用資産のもっとも有利な分散投資の選

択）の作成等も含む。 

  ヘ イの②とは、具体的には、次のような資格を有する者（これに相当すると認められる

者を含む。）の行う専門的知識を要する業務をいう。 

  ① デリバティブに係る業務まで行い得る一種外務員資格を有する証券外務員 

    ② 損害保険のほぼ全種目につき必要な知識を持ち、十分に自立して取り扱う能力があ

ると認められていた従前の特級又は上級資格を有する損害保険外務員 

  ③ ファイナンシャル・プランニング・サービスに必要な知識の習得を目的とする応用

課程試験合格者である生命保険外務員 

  ④ 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のＡＦＰ（Affiliated Financial Planner）
資格審査試験に合格し同協会に個人正会員として入会している者（ＡＦＰ認定者） 

  ⑤ （社）日本証券アナリスト協会の試験に合格し同協会の会員として登録している証

券アナリスト 

 ト 次の業務は含まれない。  
  ① 機械等の設計若しくは製造又はその管理の業務及びプログラムの設計若しくは作成

又はその管理の業務  
  ② 建築設計の業務（(2)のニ参照） 

  ③ 機械等又はプログラムの納入及びそれに付随する輸送を専ら行う業務 
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  ④ 機械等又はプログラムの保守及びアフターサービスの業務  
 

２ 労働者派遣法施行令第５条各号に掲げる業務 

(1) 放送機器操作関係（令第５条第１号） 

   映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等（放送法第２条第１号に規定する放

送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって、録画又は

録音されているものをいう。以下同じ。）の制作のために使用されるものの操作の業務 

  イ  「放送番組等」とは、無線、有線のテレビ、ラジオの放送番組の他、映像若しくは音

声その他の音響により構成される作品であって、録画又は録音されているものであり、

具体的には、次のようなものをいう（(2)、(7)及び(9)において同じ。）。 

    ① テレビ、ラジオ番組   
    ② 演劇、コンサート等を録画、録音したレコード、ビデオ、映画等の作品 

    ③ 教育、宣伝用ビデオ、映画 

      なお、テレビ、ラジオ番組以外で録画、録音しない作品（例えば録画、録音しない演

劇）はここには含まれない。 

  ロ  「制作」には、狭義の「制作」のみではなく、「中継」、「送出」（コントロールル

ームから送信施設、他局へ送り出す業務）も該当するが、送信所における送信の業務は

含まれない((2)において同じ。）。  
  ハ  「機器」とは、次のものをいう。                              
  ①  制作機器（狭義）－  照明機器（ライト、調光機器等）、映像機器（カメラ、カメ

ラ制御器、ＶＴＲ、フィルム送像装置、スィッチャー、効果機器等）、音声機器（マ

イク、ミキサー、効果機器、テープレコーダー、レコードプレーヤー等） 

   ② 中継機器 － 中継用無線機器（マイクロ波送信機等）その他中継用の制作機器    
   ③  送出機器 － コントロールルームの主調整卓の映像、音声のスィッチャー、ミキサ

ー等ＶＴＲ、フィルム送像装置、テープレコーダー、ＡＰＣ（番組自動送出装置）、

ネットワーク送出用卓のネットワークマスター、ネットワークスィッチャー、フィル

ム編集機等その他送出及び送出準備用の制作機器 

  ニ 「操作」とは、機器の準備から撤収までの一連の行為（カメラのケーブルさばきのよ

うに機器の操作と密接不可分かつ、一体的に行われるものを含む。）をいうが、機器の

保守、管理は含まれない。 

     なお、中継車の運転は中継機器の操作には含まれない。 

(2) 放送番組等の制作関係（令第５条第２号） 

  放送番組等の制作における演出の業務（一の放送番組等の全体的形成に係るものを除

く。） 

  イ  「演出」とは、ドラマ、ニュース番組、報道番組等の放送番組等における企画、計

画、取材、技術指導、演技指導、編集、制作進行等をいう。具体的には次のような者の

行う業務である。  
    ①  ディレクター（番組の演出担当責任者であるプログラムディレクター） 

    ②  アシスタントディレクター（ディレクターの補助を行う者、フロアディレクターと

もいう。） 

    ③  テクニカルディレクター（技術スタッフを指揮し、ディレクターと協力して番組制

作に当たる技術部門の責任者） 

    ④  ライティングディレクター（照明の計画設計、照明関係の担当責任者） 
    ⑤  オーディオディレクター（音声担当責任者）  
    ⑥  アートディレクター（番組制作の美術部門全般の責任者）  
  ロ  大道具、小道具、衣裳、美術、結髪、メーク等の業務は含まれない。  
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  ハ  「一の放送番組等の全体的形成に係るもの」とは、ＮＨＫのプロデューサー、ディレ

クター、民放のプロデューサー等の一つのまとまった番組全体の責任者と判断される者

の行う業務をいい、いわゆるコーナーの制作責任者に係るものをいうものではない。  

(3) 建築物清掃関係（令第５条第３号） 

   建築物における清掃の業務 

  イ 次のいずれかの業務をいう。  
    ① 床、天井、壁面、トイレ、洗面湯沸所、照明器具、窓ガラス、エレベーター、エス

カレーター等の建築物の内部の清掃 

    ② 外壁、窓ガラス、屋上、建築物に付随するプール等の建築物の外部の清掃 

    ③ ①又は②に付随するゴミの収集、焼却 

    ④  宿泊施設の客室整備（ベッドメーキング、備品の整備補充等） 

  ロ 害虫、ねずみ等の防除（イの清掃に付随して行われるものは除く。）、各種の槽の清

掃、下水処理場の清掃及び輸送機器（車両、船舶又は航空機）の清掃は、「建築物にお

ける清掃」には該当しないものである。  

(4) 建築設備運転等関係（令第５条第４号）  
    建築設備（建築基準法第２条第３号に規定する建築設備をいう。(5)において同じ。）の

運転、点検又は整備の業務（法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。） 

  イ 建築基準法第２条第３号に規定する建築設備の運転、点検又は整備の業務をいう。 

      「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消

火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう（同号）。 

  ロ  機械警備に用いられる機械の運転等や、下水処理場の設備の点検等は含まれない。  

  ハ  なお、点検及び整備の中でも、建築基準法第 12 条の建築設備の調査又は検査の業務、

浄化槽法第 10 条の浄化槽の保守点検、清掃の業務、消防法第 17 条の３の３の防火対象

物の点検等の法令に基づき定期に行う点検及び整備の業務は除かれる。  
      また、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及

び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律並びにこれらに基づく命令の定める

ところにより選任する者が行うべき職務等に係る業務は含まれない。  

(5) 駐車場管理等関係（令第５条第５号）  
建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、

勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備（建築設備を除

く。）であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の

業務（（3)に掲げる業務を除く。） 

  イ  次のいずれかの業務をいう。   
    ①  駐車料金の徴収、機械式操作盤の操作、出入車両の記録等の駐車場（建築物及び専

ら当該建築物の利用の用に供するために設けられているものに限る。）の管理  
    ②   電話交換機、館内放送設備等の設備（建築設備であるものを除く。）の操作、点

検、整備 

  ロ  イの①には、中高層分譲住宅等の建築物の管理業務は含まれない。 

  ハ イの①には、車両の誘導は含まれない。 
  ニ イの②には、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理の用に供される施設、設備は含まれな

い。 

(6) インテリアコーディネータ関係（令第５条第６号） 

    建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは

表現の業務（法第４条第１項第２号に規定する建設業務を除く。） 

  イ 建築物内における照明器具、家具等（以下「インテリア」という。）のデザイン又は
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配置に関する次の業務をいう。  
    ① インテリアに関する相談、説明又はインテリアの選定に係る助言 

    ② インテリアのデザイン、配置等の考案 

    ③ 提案書の作成（イメージの考案及び表現）及び模型の作成並びにそれらの提示 

    ④ インテリアの販売業者との交渉、家具等の配置の際の立会い等 

  ロ 「建築物内における照明器具、家具等」には、照明器具、家具の他、建具、建装品

（ブラインド、びょうぶ、額縁等）、じゅうたん・カーテン等繊維製品等が含まれる。 

  ハ 次の業務は含まれない。  
    ① 法第４条第１項第２号に規定する建設業務に該当するもの（内装等の施工を含

む。） 
② 清書、模型の作成等を専ら行う業務 

(7) アナウンサー関係（令第５条第７号）  
    放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材

と併せて行う音声による表現又は司会の業務（これらの業務に付随して行う業務であっ

て、放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を

含む。） 

  イ 放送番組等における次の業務をいう。  
    ① ニュース番組その他の報道番組等におけるニュース等の原稿の朗読及びいわゆるナ

レーション 

    ② ニュース番組、スポーツ番組、事件があった場合等の特別番組等における実況中継

又はインタビュー 

    ③ 報道番組の司会及び進行 

    ④ 上記の業務に付随して行う編集会議への出席等編集への参画、資料収集、打合せ等

の業務 

    ⑤ 映画、ビデオ、ＣＤ等において前記の業務に該当するものを行う業務 

(8) テレマーケティングの営業関係（令第５条第８号） 

    電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相

談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込

み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務  
  イ 電話その他の電気通信を利用して行う次の業務をいう。   
    ① 顧客に架電する等により行う、商品等に対する関心の有無の確認、商品等の説明、

売買契約等についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申

込み若しくは締結の勧誘の業務 

    ② 顧客からの架電等に応対して行う、商品等の説明、商品等に関する相談、売買契約

等についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若し

くは締結の勧誘の業務（購入後の商品等に関する問い合わせ、苦情への対応等を含

む。） 
ロ イの①又は②の業務に付随して行われる予約内容に係る伝票作成、コンピューター入力

等の業務は含まれる。 
ハ 「その他の電気通信」には、ファクシミリ、パソコン通信等が含まれる。  
ニ 「商品」とは売買契約の対象となる物品のことを、「権利」とは、例えば保養のための

施設やスポーツ施設を利用する権利など役務を受ける等の権利を、「役務」とは、例え

ば保養のための施設やスポーツ施設を利用させることをいう。    
ホ 次の業務は含まれない。  

    ① １の(7)に該当する業務   
    ② １の(12)に該当する業務  
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    ③ アポイント取りを行う業務（商品等の説明等を行っている際に直接面接して商品等

に関する説明等を行う必要が生じた場合等を除く。）    
    ④ 予め録音した音声により顧客からの架電への応対を行う業務   
    ⑤ 放送番組において行うもの等不特定多数の者に向けての商品等の説明の業務   
    ⑥ 予約内容の伝票作成、コンピューター入力等を専ら行う業務   

(9)  放送番組等における大道具・小道具関係（令第５条第９号） 

放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾

用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務（法第４条第１項

第２号に規定する建設業務を除く。） 

イ 次のいずれかの業務をいう。   
① 放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具の調達、製作、設

置、操作、搬入又は搬出の業務（法第４条第１項第２号に規定する建設業務に該当す

るものを除く。） 

② 放送番組等の制作のために使用される調度品、身辺用装飾品等の小道具（衣装を除

く。）の調達、製作、配置、搬入、搬出又は保管の業務 

ここで、①及び②においては、放送番組等のディレクター等の指示の下に、予め設

定された企画に基づいて行う次の業務が含まれる。 

ⅰ 大道具若しくは小道具の調達若しくは製作に関する計画の作成又は大道具若しく

は小道具の調達 

ⅱ 大道具のデザイン又は設計 

ⅲ 大道具又は小道具の原材料の調達、製作（彩色を含む。）又は改造 

ⅳ 大道具又は小道具の搬入 

ⅴ 大道具の組立若しくは設置又は小道具の配置（放送番組等の本番中において行う

ものを含む。） 

ⅵ 放送番組等の本番中における、大道具の操作若しくは手直し又は小道具の手直し 

ⅶ  放送番組等の終了後における、大道具の解体若しくは搬出又は小道具の搬出若し

くは保管 

ロ 「放送番組等」とは、(1)及び(2)の「放送番組等」と同一である。また、「制作」に

は、(1)に掲げる「制作」のうち「中継」及び「送出」を除いたものが該当する（(1)参

照）。   
ハ 「大道具」には、建具、背景、壁、窓、扉、植込み等が含まれ、「大道具」の製作に

は、建築物その他の工作物に該当するものの製作は含まれない。 

ニ 「小道具」には、①室内の調度品、家具、飾り物、日用品等、②出演者が持ってでる

もの、はきもの（いわゆる「持道具」と呼ばれるもの）等が含まれるが、衣装、かつら

等は含まれない。 

また、小道具の業務には、メーク、結髪等は含まれない。 

ホ 大道具又は小道具の搬入、搬出又は保管を専ら行う業務は含まれない。 

(10) 水道施設等の設備運転等関係（令第５条第 10 号） 

  水道法第３条第８項に規定する水道施設の消毒設備その他の設備、下水道法第２条第３

号に規定する公共下水道、同条第４号に規定する流域下水道若しくは同条第５号に規定す

る都市下水路の消化設備その他の設備若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条

第１項に規定する一般廃棄物処理施設（同項に規定するごみ処理施設にあっては、１日当

たりの処理能力が 10 トン以上のものに限る。）の焼却設備その他の設備の運転、点検若し

くは整備の業務（高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする運転、点検又は整備の

業務に限る。）又は非破壊検査用の機器の運転、点検若しくは整備の業務 

  次のいずれかの業務をいう。 
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 イ 水道施設の設備運転等の業務  
   具体的には、水道法第３条第８項に規定する水道施設における消毒設備、取水設備、

沈砂池、着水井、沈殿池、ろ過池、配水池、ポンプ設備等の設備の運転、点検又は整備

の業務が該当する。 

 ロ 下水道の設備運転等の業務 

   具体的には、下水道法第２条第３号に規定する公共下水道、同条第４号に規定する流

域下水道又は同条第５号に規定する都市下水路における消化設備、水処理設備、焼却炉

設備、汚泥処理設備等の設備の運転、点検又は整備の業務が該当する。 

 ハ 一般廃棄物処理施設の設備運転等の業務 

   具体的には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項に規定する一般廃棄物

処理施設における焼却設備、排ガス処理設備、生物処理設備、凝集沈殿処理設備等の廃

棄物の設備の運転、点検又は整備の業務が該当する。 

   「一般廃棄物処理施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項に規

定するごみ処理施設、同項に規定するし尿処理施設及び同項に規定する一般廃棄物の最

終処分場をいい、ごみ処理施設にあっては、１日当たりの処理能力が 10 トン以上のもの

に限る。 

 ニ 非破壊検査用の機器の運転等の業務 

   具体的には、磁粉探傷機器、エックス線検査機器、浸透探傷機器等の非破壊検査に必

要な機器の運転、点検又は整備の業務が該当する。 

  なお、当該業務の中には、目視検査など非破壊検査用の機器の運転、点検又は整備の

業務と一体的に行われる業務も含まれる。 

 

（参考）チームリーダー業務の取扱い 

 同一の派遣元事業主から、上記１又は２の業務に複数の労働者を派遣する場合、一の作

業を共同して処理するために当該労働者の中で指導者的・調整者的役割を果たすこととさ

れている者が、当該業務を円滑、的確に遂行するために派遣先の指揮命令の下、次に掲げ

る業務（以下「チームリーダー業務」という。）を行う場合、当該業務は上記１又は２の

業務に含まれます。    
① 当該複数の労働者を代表して派遣先等と行う業務上の打合わせ 

②  派遣先からの業務上の指揮命令その他派遣労働者への伝達 

③  他の派遣労働者に対して行う仕事の割り付け、順序、緩急の調整等業務の遂行方法に

関する調整 

④  他の派遣労働者に対して行う業務遂行に関する技術的指導  
また、１の(1)（情報処理システム開発）、(2)（機械設計）、(4)（通訳・翻訳・速記）

及び(12)（受付・案内）のうち博覧会に係るものについては、指導者的・調整者的役割を

担う者の業務が主としてチームリーダー業務であっても、各号の業務に含まれます。 
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